
第３回ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議及び 

第３回南相馬市男女共同参画計画推進委員会事業推進部会合同会議 

 

  日時 令和７年１０月 1日（水）１０：００～ 

    場所 南相馬市役所 東庁舎２階第１会議室

      

 

 

次  第 

 

１．開  会 

 

２．挨  拶  ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議会長 

        南相馬市男女共同参画計画推進委員会事業推進部会長 

 

３．会議録署名人の指名 

 

４．書記の指名 

 

５．議  事 

協議事項 

① 次年度以降の講演会の在り方について（合同会議）   【資料１】 

② 令和７年度人権に関する講演会について（合同会議） 

【資料２―１】【資料２－２】 

―ここで、男女共同参画計画推進委員会事業推進部会 退席－ 

③ 人権に関する標語及びミニのぼり旗デザイン画の入賞作品 

の結果について （報告事項）      【資料３―１】【資料３－２】 

④ 人権に関する南相馬市行動指針及び人権ハンドブックの策定 

について                  【資料４】【資料５】 

⑤令和８年度人権施策実施計画（案）について       【資料６】 

⑥その他 

次回開催：令和８年２月１３日（金） 時間未定 

                東庁舎２階第３会議室  

 

６．その他 

    

７．閉  会 



令和７年５月１日現在

ＮＯ 所　属 委員名 役職等 備　考 区分

1 福島大学 前川
まえかわ

　直
なお

哉
や

准教授
※南相馬市こども政
策アドバイザー

2 福島県弁護士会相馬支部 唐牛
かろうじ

　歩
あゆみ

弁護士

3 南相馬市社会福祉協議会 青木
あおき

　圭太
けいた

課　長　 副会長

4
外国人活躍支援・
国際交流協会 畑山

はたやま

　慶子
けいこ

理　事

5 相馬人権擁護委員協議会 飯塚
いいづか

　宏
ひろし

小高区事務局員 会長

6 南相馬市小中学校長会 鈴木
すずき

　一憲
かずのり

校  長

7 南相馬市区長連絡協議会 森
もり

島
しま

　祐一
ゆういち

副会長

8 原町青年会議所 佐藤
さとう

　晃
こう

大
だい

専務理事

9 公募 山田
やまだ

　一栄
かずえい

-

10 公募 - -

中本
なかもと

　直
なお

記
き

市民生活部長

相良
さがら

　毅
たけし

市民課長

馬場
ばば

　千津子
ちづこ 市民課総合相談

担当係長

大樂　博史
だいらく　ひろふみ 主　査

ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議委員名簿

有
識
者

関
係
団
体

公
募

【事務局】



№ 氏　　　　名 役名 団　　体　　名 選出区分 委員履歴

1 鹿 山
か や ま

奈 美
な み

部会長 社会福祉法人南相馬福祉会 福祉、子育て関係 再任

2 岩崎
いわさき

ちあ き 委員 南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会 福祉、子育て関係 再任

3 金 谷
か な や

清 子
き よ こ 委員 南相馬市立図書館協議会 教育関係団体 再任

4 目 黒
め ぐ ろ

道
みち

崇
たか

委員 一般社団法人原町青年会議所 労働、経営者団体 新任

5 阿 部
あ べ

祐 介
ゆうすけ 委員 福島県男女共生センター 学識経験者 新任

6 角田
つ の だ

健太郎
け ん た ろ う 委員 福島県教育庁相双教育事務所 学識経験者 再任

7 梅 田
う め だ

栄 子
え い こ

委員 公募 再任

8 長谷川
は せ が わ

和子
か ず こ 委員 南相馬市外国人活躍支援・国際交流協会 国際交流 再任

事業推進部会



第３回ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議及び 

第３回南相馬市男女共同参画計画推進委員会事業推進部会 

合同会議の内容 

 

◆合同会議 

① 次年度以降の講演会の在り方について 

令和７年度は「ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議」と「南

相馬市男女共同参画計画推進委員会」との共催で講演会を開催するが、

令和８年度以降の講演会の在り方について協議をするもの。 

ここで、次年度の講師についても協議したいため、講師もしくは講演の

内容についてご提案をお願いします。 

 

② 令和７年度人権に関する講演会について 

１０月４日（土）開催の人権に関する講演会時の役割分担等について説

明をするもの。 

 

◆ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議委員のみ 

③ 人権に関する標語及びミニのぼり旗デザイン画の入賞作品の結果 

について（報告事項） 

第２回人権推進会議時に決定した入賞作品と応募者数について報告する

もの。 

 

④ 人権に関する南相馬市行動指針及び人権ハンドブックの策定について 

    関係課の職員で構成する「人権施策推進町内連絡会議」で協議し、策定

した「人権に関する南相馬市行動指針」「人権ハンドブック」の内容につ

いてご協議いただくもの。人権ハンドブックは職員へ周知をし、研修会に

活用する予定。 

 

⑤ 令和８年度人権施策実施計画（案）について 

次年度の実施計画について、ご協議をいただくもの。 

 



令和８年度以降の講演会の開催について（案） 

 

１．開催時期 

 ６月下旬から７月上旬を予定 

 ※講師や会場の都合により、変更することは可 

  その際、人権に関する標語等の表彰式は別途行う 

 

２．講師の選定 

  各委員案・事務局案の中から委員の承認を得て決定する 

 

３．主催 

   ・南相馬市男女共同参画計画推進委員会 

   ・ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議 

    を主催とする。 

 

４．予算 

人権啓発活性化委託事業で認められる分については、市民課で予算化 

する。 

認められない一般財源の分は、財政課と協議の上、予算計上方法を決める。 

※講師謝礼、印刷製本費、消耗品費、食糧費（お茶代）等々・・・・ 

⇒財政課とは、令和８年度の予算編成方針が決まりましたら、協議いたし 

ます。 

 

５．その他 

・次年度以降も講演会に係る協議は、合同会議を開催する 

・ポスター・チラシを作成し配布する 

・整理券を作成し配布する 

・ＱＲコード読み取りによる申込方法を行う 

・託児所の設営及び保育士の依頼を行う 

・後援依頼は、必要に応じて行う 

・当日の運営は各委員及び事務局で行う 

 

 

資料１ 



令和７年度　講演会従事者一覧

項目 時間 配置場所 業務内容 人数 所属 氏名

西庁舎１Ｆ
総合相談担当

集会室 参集、挨拶、各自設営開始

市民課 馬場　千津子

生涯学習課 熊耳　由美子

生涯学習課 志賀　葵

市民課（指揮） 大樂　博史

市民課 大平　みのり

生涯学習センター シルバー

市民課 松本　桂子

市民課 大平　みのり

市民課 馬場　千津子

生涯学習課 志賀　葵

カメラマン 設営完了、進行の様子撮影 1 市民課 大樂　博史

12:00 集会室 参集

市民課 松本　桂子

市民課 大平　みのり

人権推進員 畑山　慶子

男女共同委員 梅田　栄子

男女共同委員 長谷川　和子

人権推進委員 飯塚　宏

人権推進委員 前川　直哉

男女共同委員 鹿山　奈美

司会 ステージ脇 1 人権推進委員 山田　一栄

ステージ前 開会 1
男女共同参画計画推進委
員会　委員長 鹿山　奈美

閉会 15:30 ステージ前 感想＆閉会 1 人権推進委員 前川　直哉

保育士（おだか認定
こども園）

佐藤　香代子

保育士（おだか認定
こども園）

髙野　久代

16:30

17:00 総合相談担当 荷物置き後、解散

開場

託児
(当日)

12:30
～

16:00
託児所 託児

挨拶

講話

13:00

開会

準
　
　
備
　
（

 
前
日
 
～

 
当
日
 
）

10/3
（金）
13：00

～

前日に搬入する。

西庁舎→会場へ荷物搬入

10/4
（土）
9：00
～

座 席

会議室・和室

～3

11：00～12：00　お昼休憩　

受 付
机、配布資料等準備、アンケ記入
台・回収箱設置、入賞作展示（ロ
ビー）

2

来場者用座席（可動座席→Ｒ６は会
場のシルバーさんが操作）
司会・会長・講師等の席・机用意

～3

ステージ関係

ステージ周辺のセッティング
（照明・音響・横断幕・プロジェク
ター等）
外看板付け、講師用駐車場所確保
（障がい者Ｐ）

講師（橋本勝也氏）・スタッフ控え
室準備

2

撤収完了（会場での解散もあり）

アンケート回収
アンケートの回収、回収の案内（記
入台４カ所近くに立つ）

ステージ前

関係者すべて

橋本勝也氏

2

1 講師

受付従事者

事務局

1
人権推進委員
会長

飯塚　宏

撤収作業

人権推進委員・男女共同委員

12:30

受付
来場者の受付（次第の渡し）

5

1 生涯学習課

までに到着
控え室（会議室）
講師接待

3

志賀　葵託児案内
託児スタッフとの連携・託児希望者
の案内

総合相談・生涯学習係

閉会後

13：30
～

講演会
13：40

～
15：30

資料２－１



当日担当 所属課 職名 氏名

市民生活部 部長 中本　直記

市民課 次長 相良 毅

係長 馬場　千津子

主査 大樂　博史

消費生活相談員 松本　桂子

消費生活相談員 大平　みのり

課長 鈴木　隆一

係長 熊耳　由美子

主事 志賀　葵

会長 飯塚　宏

副会長 青木　圭太

委員 前川　直哉

委員 畑山　慶子

委員 山田　一栄

委員長 鹿山　奈美

委員 岩崎　ちあき

委員 阿部　祐介

委員 梅田　栄子

委員 長谷川　和子

保育士（おだか認
定こども園） 佐藤　香代子

保育士（おだか認
定こども園） 髙野　久代

市民生活部 部長 中本　直記

市民課 次長 相良 毅

総合相談担当 係長 馬場　千津子

生涯学習課 課長 鈴木　隆一

生涯学習課 係長 熊耳　由美子

人権推進委員 会長 飯塚　宏

人権推進委員 委員 前川　直哉

男女共同参画計画推進委員会 委員長 鹿山　奈美

司 会 人権推進委員 委員 山田　一栄

カメラマン
（カメラは市民課の借りる）

市民課 主査 大樂　博史

総合相談担当 相談員 松本　桂子

総合相談担当 相談員 大平　みのり

人権推進委員 委員 畑山　慶子

男女共同参画計画推進委員 委員 梅田　栄子

男女共同参画計画推進委員 委員 長谷川　和子

人権推進委員 委員 青木　圭太

男女共同参画計画推進委員 委員 岩崎　ちあき

男女共同参画計画推進委員 委員 阿部　祐介(パネル)

託児スタッフ連携 生涯学習課 主事 志賀　葵

男女共同参画計画推進委員会

託児スタッフ

従事者

接待（控え室：会議室）
（講師、スタップ）

受 付・アンケート回収

会場案内

従事者　配置

総 括

総合相談担当

生涯学習課

人権推進委員

事務局



Ｎ

５．７ｍ

１１．０ｍ
懸垂幕 和　室

プロジェクターや （防火シャッターに貼る）

マイクなどの荷物置き

イス２つ 講師席 会長（２名）

長テーブル 前段　パイプ椅子なし スタンドマイク ※従事職員控室

（椅子二脚）

スタッフ席

Ａ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ａ

Ｂ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｂ

Ｃ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｃ

Ｄ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｄ

Ｅ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｅ

Ｆ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｆ

Ｇ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｇ

Ｈ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｈ

Ｉ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｉ

Ｊ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｊ

Ｋ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ｋ

２階　通路 ２階　通路

講師：橋本勝也氏

アンケート 講師同行スタッフ　青田氏

アンケート

※基本、下から入れる

令和７年度　人権講演会会場レイアウト　　（原町生涯学習センター　集会室）

非常口

横断幕

ピアノ
（不動）

長机 司会
倉
　
庫

ステージ

非
常
口

出
入
口

講師＆
スタッフ分

アンケ回収箱
記入台

階
段

階
段 （

椅
子
二
脚
）

アンケ回
収箱

記入台

ト
イ
レ

電動式可動式椅子　座席数２９７席

最大収容人数　４０５人

出入口 ２階　ホワイエ 出入口

中
庭 講習室Ⅰ

（託児室）

外
看
板

進行方向 受付

非
常
口

講師用
駐車場所
確保

ロビー
人権週間のぼり旗、アンケ記入・回収箱はテーブル、

ホワイトボード２枚分に入賞作貼り出し

男女共同
パネル事務室 受付 トレーニング

ルーム 研修室
会議室
（控室）

正
面
玄
関

資料２－２



【標語】

小学生の部

氏名 学校名 学年 備考

最優秀賞 福尾
ふくお

　和
やまと

原町第三小学校 ５年生

優秀賞 雲雀
ひばり

　聖
せな

渚 大甕小学校 ４年生

中学生の部

氏名 学校名 学年 備考

最優秀賞 中山
なかやま

　和
かず

杜
と

原町第一中学校 ２年生

優秀賞 大迫
おおさく

　海
み

玖
く

斗
と

鹿島中学校 ２年生

【ミニのぼり旗デザイン画】

小学生の部

氏名 学校名 学年 備考

最優秀賞 遠藤
えんどう

　プラシ-ド乃
の

慧
え

石神第二小学校 ６年生

優秀賞 鈴木
すずき

　栄
よし

祐
ひろ

高平小学校 ６年生

中学生の部

氏名 学校名 学年 備考

最優秀賞 根
こん

内
ない

　優
ゆ

衣
い

小高中学校 ３年生

優秀賞 坪井
つぼい

　響
ひび

希
き

原町第三中学校 ２年生

小学校

中学校

令和７年度人権に関する標語及びミニデザイン画入賞者

　南相馬市立鹿島小学校

　南相馬市立原町第三中学校

　作品　：　　　それいいね　認め合うって　あったかい

　作品　：　　　つたわるよ　つないだ手から　きみの声

　作品　：　　　人権は　だれもが持ってる　たからもの

　作品　：　　　手をつなぎ　未来つなぐ　人権の輪

【学校賞】

資料３－１



◆小学校

予定
人数

提出
割合

４年生 ５年生 ６年生 計 ４～６年 ４年生 ５年生 ６年生 計 ４年生 ５年生 ６年生 計

原一小 2 40 42 170 24.7% 2 34 36 6 6 42

原二小 35 1 36 96 37.5% 35 1 36 0 36

原三小 6 1 60 67 218 30.7% 4 1 50 55 3 1 22 26 81

高平小 17 17 59 28.8% 17 17 16 16 33

大甕小 19 19 55 34.5% 19 19 18 18 37

太田小 0 26 0.0% 0 0 0

石一小 1 1 1 3 37 8.1% 1 1 1 1 1 3 4

石二小 33 33 177 18.6% 24 24 11 11 35

鹿島小 4 31 51 86 188 45.7% 30 49 79 4 30 25 59 138

上真野小 0 32 0.0% 0 0 0

小高小 0 40 0.0% 0 0 0

計 30 70 203 303 1098 27.6% 23 68 176 267 8 32 99 139 406

◆中学校

予定
人数

提出 割合

１年生 ２年生 ３年生 計 １～３年 １年生 ２年生 ３年生 計 １年生 ２年生 ３年生 計

原一中 12 48 60 313 19.2% 10 42 52 4 36 40 92

原二中 1 1 167 0.6% 1 1 0 1

原三中 15 23 20 58 62 93.5% 14 22 20 56 1 1 2 58

石神中 55 55 162 34.0% 0 55 55 55

鹿島中 53 66 119 224 53.1% 53 62 115 4 4 119

小高中 8 10 8 26 29 89.7% 8 9 7 24 1 1 2 26

計 144 147 28 319 957 33.3% 86 135 27 248 60 42 1 103 351

応募点数 応募人数

515 小学生 303

242 中学生 319

757 合　計 622

令和７年度人権に関する標語及びのぼり旗デザイン画提出者数

学校名

　人 権 標 語

　ミニのぼり旗

合　計

学校名
合計

（延人数）

合計
（延人数）

提出者数（実人数） 応募数（標語） 応募数（デザイン）

提出者数（実人数） 応募数（標語） 応募数（デザイン）

資料３－２



人権に関する南相馬市職員行動指針（案） 

 

南相馬市では、不当な偏見や差別及び人権侵害を根絶することを目的として、「ともに

よりそい・はぐくむ南相馬市人権条例」を令和５年７月に制定しました。 

市民の人権尊重の理解を深め、全ての人がお互いを思いやる人権意識の土壌と基盤づ

くりを醸成するためには、偏見や差別なく職務を遂行する私たち南相馬市職員の姿勢が

必要です。 

私たち南相馬市職員は、ともによりそい、心をはぐくみ、全ての市民の人権が尊重され、

生き生きと暮らせる社会の実現に向けて、以下の指針に基づき行動します。 

 

1. 公務員として人権尊重の責務を自覚し、人権に配慮した業務を行います。 

人権尊重は公務員としての基本的な倫理です。すべての市民の権利が守られるよ

う業務一つひとつに人権の視点を取り入れます。制度設計や事業の実施にあたって

は、市民の多様な背景や事情を考慮し、不利益を生まない公平な仕組みづくりに努

めます。 

 

２. 差別、ハラスメントや不適切な言動を見過ごさないだけでなく、思い込みや

偏見への気づきを意識し、見直す柔軟性を身につけます。 

人権を侵害するような状況や不適切な言動に気づいたときは、見て見ぬふりをせ

ず行動することが重要です。自らが加害者にならないことはもちろん、見過ごすこと

は人権侵害の温床となるため傍観者にもならない姿勢が必要です。 

また、「これまでこうだったから」ではなく、「今の社会に合っているか」を問い直し、

自分自身の思い込みに気づいたときは対話や反省を通して見直す柔軟さを大切にし

ます。 

 

３．人権に関する知識や感覚を高めるとともに、人権を大切にする組織文化を育

てます。 

その実現には、職員全体の継続的な学びとこれまで培ってきた知識や経験の振り

返りが必要です。日々の業務そのものが学びの場であることを意識し、市民との関

わりを通して「感じ取る力」も育みながら成長し続ける職員を目指します。 

また、人権を大切にする組織文化は、一人で築くものではありません。職場の中で

違和感や気づきを周囲と共有し、職場全体で積極的に人権意識を広げていきます。 

資料４ 



 

 

 

 

 

南相馬市職員のための人権ハンドブック 

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年〇月 

南相馬市 

 

 

資料５ 
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１ はじめに 

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平

等である」とうたわれている 1948年の「世界人権宣言」において、基本的人権尊重の

原則が定められています。2015年の国連持続可能な開発サミットにおいて定められた

「持続可能な開発目標(SDGs)」では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会の実現のため、「人や国の不平等をなくそう」など、17 の国際目標を定

められました。 

 

このような国際的な人権保護促進の取組がなされてきましたが、不当な差別やいじ

め、プライバシーの侵害等はいまだに存在しています。更に近年はインターネットの

普及による誹謗中傷の増加、新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病を理由と

した偏見、LGBTQ等の性的マイノリティへの人権侵害等が問題となっています。 

 

本市においては、平成 23年に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発

電所事故(以下「原発事故」という。)により多くの尊い命が失われ、原発事故の被災

者がいわれのない偏見や差別を受けることもありました。加えて、東日本大震災以

降、近隣自治体から避難してきた方、国内外から復旧・復興に携わる方、新たに挑戦

する方など、新たに多くの方々が生活を営んでおり、本市の復興を更に進めていくた

めには、お互いを理解し、尊重しあう意識の醸成が重要となっています。 

 

このことから、市は不当な偏見・差別、人権侵害を認めないと宣言するとともに、

市民一人ひとりが日本国憲法の定める基本的人権の尊重を改めて認識し、個々の価値

観を相互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、家族や友

人、地域の全ての人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会を実現しま

す。 

 

 

～ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例 前文より抜粋～ 
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◆南相馬市の現状（令和４年度アンケート調査結果） 

【南相馬市は一人ひとりの人権が尊重されると感じているか】 

南相馬市では、一人ひとりの人権が尊重されていると感じるかについては、「どちら

ともいえない」が 36.9％で最も高く、次いで「そう思う」が 19.2％、「わからない」

が 17.8％となっています。 

 

◆ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画の基本理念 

 

 

 

 

◆ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 36.9 10.1 17.8 16.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,353)

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 不明・無回答

 

○性別、年齢、障がい、人種、民族、国籍、信条、性的マイノリティその他の事由を理由と

した、不当な差別や人権侵害を認めない。 

 

○全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として尊重

される。 

 

（１） 学校等における人

権教育の推進 

（２） 職場や団体、サー

クルにおける社会

教育・生涯学習を

通じた人権教育の

推進 

方針１ 

人権教育の推進 

方針２ 

人権啓発の推進 

方針３ 

相談・支援体制

の充実 

方針４ 

人材の育成・ 

確保 

（１） 市民への人権啓発 

（２） 企業等への人権啓

発 

（３） メディア等を活用

した人権啓発 

（１） 相談体制の充実 

（２） 見守り体制の強化 

（３） 人権侵害を受けた

人の保護施設等の

確保 

（４） 不当な差別を受け

た人への救済措置 

 

（１） 行政職員及び相談

員への研修 

（２） 教職員への研修 

（３） 医療・福祉関係者

への研修 

（４） 関係機関との連絡

強化 
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◆南相馬市Ｍｙじんけん宣言をしました（令和６年１１月） 

南相馬市では、「ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例」の基本理念に基づ

き、市民に寄り添い、必要な人権施策の推進を図っています。この取り組みの一環と

して、「Myじんけん宣言」を表明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 
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２ 人権に関する基本的知識について 

（１）人権とは 

人権とは、人が生まれながらにして持つ、人間らしく生きるための権利のことで

す。人種、性別、国籍、宗教、社会的地位、年齢、障害の有無などに関係なく、等し

く与えられたものであり、誰一人としてその尊厳が損なわれることがあってはなりま

せん。これらの権利は、誰にとっても等しく尊重されるべきものです。 

これは、単に個人の権利を意味するだけでなく、社会全体の幸福や平和な生活を築

くための基盤となります。人権が尊重される社会では、誰もが安心して生活し、それ

ぞれの個性や能力を最大限に発揮することができます。 

また、人権は、国連の「世界人権宣言」や日本の憲法で保障されており、国際的に

も普遍的な価値として認識されていますが、現実にはいじめや差別など様々な人権侵

害が世界中で発生しており、私たち一人ひとりが人権について正しく理解し、お互い

の人権を尊重し合うことがより良い社会を築くために求められています。 

 

（２）市職員と人権について 

私たち職員は、単に行政手続きだけを行う存在ではありません。人権を保障する憲

法の理念を地域社会のなかで具体的に実現する「現場の担い手」としての重要な役割

を担っており、市民一人ひとりが安心して生活できるようになるための「人権の守り

手」であるという自覚が求められます。来庁された方が自分自身の困りごとを語り、

それを職員が誠実に受け止めてともに解決へと歩んでいくような姿勢が必要です。 

たとえば、支援の対象かどうかを判断するとき、形式的な確認で「この制度には該

当しません」で終わらせずに、他にどのような支援ができるかを考える姿勢が市民の

信頼と安心につながります。市民にとって尊重されていると感じる環境をつくるのは

制度そのものだけでなく、そこに関わる職員の対応が大切になってきます。 

 

◆公平な支援のために 

各種取組が理想の利用者像に合わせて設計されている場合、そこから少し離れた方

が支援を受けにくくなることもあります。これは、利用者像の設定自体には差別的な

意図がなくても、結果として排除を生んでしまうものです。すべての人が同じ取組で
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満足するとは限らないという前提に立ち、可能な限り多様なニーズにあわせた対応を

心がけましょう。 

 

◆苦情対応と人権配慮について 

窓口では、ときに強い口調での苦情や理不尽な要求を受けることもあります。こう

した状況下でも職員自身の人権を守りつつ、市民の人権にも配慮した対応が求められ

ます。正当な範囲内で毅然とした対応をとることは必要ですが、クレームや苦情には

言い方が荒くとも背景に困窮や孤独がある場合もありますので「この方は何に困って

いるのか？」という視点を持つことも大事です。 

一方で、人権を守る職員自身の心身の健康や尊厳が確保されていないのであれば、

本来の業務を継続することはできません。「過剰なサービス精神」を無理に強要しない

職場文化やチームでの対応体制（複数名での対応）なども必要です。 

 

◆ハラスメントは人権侵害です 

パワー・ハラスメントとは 

 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超え

る言動であって、職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え、職員の人権もしくは尊

厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの。 

 具体例：暴力、暴言、侮辱、名誉棄損、執拗な非難、威圧的な行為、無視 など 

セクシュアル・ハラスメントとは 

 他の者を不快にさせる職場内外における性的な言動。（不快であるか否かの判断は、

基本的に受け手がどう感じるかによって判断します。） 

 具体例：性的な関心・欲求、性別により差別（男のくせに～、女には～） など 

妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントとは 

 職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休業等の制度利用に関する

言動により当該職員の勤務環境が害されること。 

 具体例：不利益取扱いの示唆、業務上の必要性に基づかない制度利用の阻害 など 
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南相馬市人権に関する標語及びミニのぼり旗デザイン画を募集しました 

（ミニのぼり旗デザイン画は令和７年度から募集） 

 

令和６年度南相馬市人権に関する標語入賞作品 

小学生の部 最優秀賞 「わかちあう みんなでいきる このせかい」 

       優秀賞 「やさしさは 世界につながる 笑顔の輪」 

 中学生の部 最優秀賞 「認め合う みんなの個性 支え合い」 

        優秀賞 「世界中 みんなの笑顔で つつみたい」 

 

令和７年度南相馬市人権に関する標語入賞作品 

小学生の部 最優秀賞 「それいいね 認め合うって あったかい」 

       優秀賞 「つたわるよ つないだ手から きみの声」 

 中学生の部 最優秀賞 「人権は だれもが持ってる たからもの」 

        優秀賞 「手をつなぎ 未来へつなぐ 人権の輪」 

 

令和７年度南相馬市人権に関するミニのぼり旗デザイン画入賞作品 

小学生の部                中学生の部 

最優秀賞        優秀賞        最優秀賞       優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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３ 日常業務上での人権意識について 

（１）人権に配慮した表現について 

市民との対話の場において、言葉遣いや態度が市民からの信頼を大きく左右する重

要なものであるという再認識が必要です。窓口では制度の説明や相談対応などさまざ

まなコミュニケーションが日常的に行われますが、私たちの言葉一つひとつが市民に

とって、尊重されていると感じられるか差別されたと感じられるかの分かれ道になり

ます。 

また、性別や家庭環境に関する言葉なども慎重に扱う必要があります。例えば、ご

主人、奥さん、お父さんなど家族関係を前提とした言葉も本人の意向と違う可能性も

ありますので、ご本人、配偶者の方、保護者の方など、出来るだけ中立的な表現に置

き換えましょう。何気なく使用している表現やイラストも性別等の型にはまったもの

で、誰かを嫌な思いにさせていないか考え直すきっかけとしてみてください。 

 

◆何気なく使っている言葉づかいを見直してみませんか 

よく使われる言葉 適切な言葉 なぜ言い換えるのか？ 

父兄 保護者 どの性別にも対応できる

ように見直しましょう サラリーマン 会社員 

片親 母子家庭、父子家庭 家族のあり方は様々にな

ります 奥さん・主人 妻、夫、配偶者・パートナー 

女性→さん 男性→君 どちらも「さん」やフルネー

ムなど 

性別で呼び方を変える必

要はありますか？ 妻は名前、夫は性 

手短に 簡潔に、短時間で 障がいのある方が疎外感

を感じるおそれがある 足がない 移動手段がない 
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◆イメージや表現を見直してみませんか 

職業において、性別による型にはまった表現になっていませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダーや指示を出す人を男性だけにしていませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス） 

「自分は差別なんてしていない」と思っていても、無意識のうちに特定の人々を不

利に扱ってしまうことがあります。これをアンコンシャス・バイアス（無意識の偏

見）と呼びます。このバイアスは、私たちが育ってきた文化や教育、日常生活で接し

てきた様々な情報の影響などから自然に身についたものです。 

たとえば、「高齢者は新しい技術が苦手だから丁寧に教えよう」「外国人で日本語が

わからないかもしれないからゆっくり話そう」といった配慮は一見すると親切なよう

に思えますが、それは相手の能力や経験を先入観で判断し出来ない前提で接している
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とも言えます。 

また、若い女性は窓口業務に向いている、男性だから力仕事を任せるといった考え

方も役割を性別や年齢で固定する発想でもあります。意図せず人を型にはめてしまう

ことで、相手の可能性を奪う結果にもつながりかねません。 

こうした無意識の偏見を完全になくすことは出来ないかもしれないですが、自分自

身の考えや行動を客観的に振り返ることや周りの職員と気づきの共有などを通して感

受性を高めていくことが重要です。 

 

◆無意識な偏見と考えられるケース 

発言・対応例 問題点 代替表現など 

外国人なのに日本語が上

手ですね 

「本来話せないはず」という

偏見が前提 

日本語がとても丁寧ですねなど、

能力だけに着目 

（障がい者に対して） 

付き添いはいませんか？ 

「一人では対応できないは

ず」という決めつけ 

まずは通常通りに応対。支援が必

要かは相手の申出に基づいて判断 

若いのにしっかりしてる

ね 

年齢に対する偏見。「若い＝

未熟」とみなしている 

説明が分かりやすかった等、年齢

に言及せず中身を評価 

奥さんに相談されました

か？ 

異性愛・結婚を前提。LGBTQ+

や単身者への配慮がない 

パートナーの方、ご家族の方とご

相談されました？包括的な表現に 

 

（３）マジョリティ側の特権 

マジョリティ（多数派）とは、その社会において人数や権力的に優位に立つ人々の

ことを指します。日本社会では、たとえば「日本国籍を持ち、日本語を話し、異性愛

者で、健常者である」といった属性を持つ人々が、多くの場合マジョリティに該当し

ます。こうした立場にある人々は、日常生活の中で自分たちの生活様式や価値観が社

会の「標準」とされていることに気づきにくい傾向があります。 

このような特権は、自覚されていないからこそ、マイノリティ（少数派）にとって

の困難が見過ごされやすくなります。たとえば、異性愛者は恋人や配偶者の話題を公

にすることに抵抗が少ないかもしれませんが、LGBTQ+の方々にとってはそれが職場で

の差別や偏見の対象になりかねないという不安を抱えている場合もあります。 
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市役所という公共空間では、制度や表現、接遇のあり方が「誰にとっての基準

か？」を常に問い直す必要があります。多様な市民が等しく利用できる行政であるた

めには、マジョリティの立場にある人たちが「自分たちにとっては当たり前のことだ

が、他の誰かにとって当たり前とは限らない」ことを意識する必要があります。 

 

ケーススタディ（マジョリティ側が起こしがちな想定事例） 

 

〇付き添いの方と一緒に来庁された方への対応 

 高齢者が付き添いの方と一緒に窓口を訪れました。職員は本人にではなく、会話が

円滑に進む付き添いの方ばかりに話しかけ、本人の話を聞こうとしませんでした。  

問題点：付き添いされている方を最初から対応の対象外とみなしてしまっている。 

対応を工夫すべき点としては、まず本人に声をかけることや本人の情報の理解状況

を確認することなどが考えられます。 

 ※日本語が得意ではない外国出身の方が配偶者と一緒に窓口に訪れた際に、日本語

が流ちょうな配偶者ばかりに話しかけるようなケースも同様と考えられます。 

 

〇ひとり親家庭に対する問いかけ 

各種申請で来庁した女性に対し、職員が無意識に「ご主人は来られませんか？」と

尋ねました。女性が「離婚してます」と答えると、職員は「母子家庭なんですね」と

周囲に聞こえる声で話しました。 

問題点：家族構成を常に「父母＋子」で捉えており、プライバシーへの配慮も欠如。 

対応を工夫すべき点としては、世帯主の方はどなたですか？などと尋ねることやセ

ンシティブな話題は小声で話す、家庭環境の確認は申請目的の範囲内で最小限にとど

めることが考えられます。 
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人権侵害の経験 内閣府 令和４年 世論調査 

 

人権が侵害されたと思ったことのある人は 27.8%に増加している。また、人権が侵害さ

れたことが「ある」と答えたうち、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」を挙げた者の

割合が 54.4％と最も多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 

Ｑ．あなたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 
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４ 様々な人権課題について 

(１) 女性に関する人権 

 家庭や職場における男女差別、性犯罪・性暴力、配偶者・パートナーからの暴力、

職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い

（マタニティハラスメント）などの人権問題が依然として発生しています。誰もがお

互いの立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関心と理解を深めてい

くことが必要です。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）とは 

日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴

力」という意味で使用されることが多いです。 

問題の重要性 

配偶者からの暴力は人権を著しく侵害する重大な問題です。令和 5 年度の配偶者暴

力相談支援センターへの相談件数（実人数）では、女性が 71,331人、男性が 2,741人

と多くの人が被害を受けていることがわかります。 

配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在

化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。周囲も気付かな

いうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。 

暴力の特徴 なぜ逃げる事が出来ないのか 

◆恐怖感：逃げたら殺されるかもしれないという強い恐怖で家を出る決心がつかない 

◆無力感：被害者は暴力を振るわれ続けることにより、「自分は夫から離れることがで

きない」「助けてくれる人は誰もいない」といった無気力状態に陥ることもあります 

◆複雑な心理：「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」との思いから、被害

者であることを自覚することが困難になっている 

◆経済的問題：夫の収入がなければ生活することが困難で逃げることができない 

◆子どもの問題：子どもの安全や就学の問題などが気になり逃げることが出来ない 

◆失うもの：夫から逃げる場合、仕事を辞めたり、人間関係を失うものが大きい 

 

内閣府 配偶者からの暴力被害者支援情報 より 
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(２) 子どもに関する人権 

 いじめや虐待、体罰、性犯罪・性暴力などの子どもをめぐる人権問題は後を絶た

ず、依然として深刻です。子どもが一人の人間として、また、権利の享有主体として

最大限に尊重される社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくこ

とが必要です。 

 

児童虐待の種類 

身体的虐待 

殴る、蹴る、叩く。投げ落とす、激しく揺さぶる。やけどを負わせる。  など 

性的虐待 

性器などをさわろうとする。性的行為を見せる。性的な写真の被写体にする。 など 

ネグレクト 

病院につれていかない。食事を与えない。置き去りにする。酷く不潔にする。 など 

心理的虐待 

「生まれてこなければよかった」など、言葉の暴力。きょうだい間の差別  など 

 

周囲の人が児童虐待に気づくには？ 

児童虐待のサイン 

説明できない不自然なアザや火傷のあとがある。衣服や身体がいつも汚れている。 

急にやせた。表情が乏しい。家に帰りたがらない。親を避けている。   など 

保護者に見られるサイン 

家の中や外が散らかっていて、不衛生。近隣からの苦情や悪い噂が多い。 

子どもを置いて外出している。人前でこどもを厳しく叱る・叩く。    など 

 

政府広報オンライン 子育て・教育 より 
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(３) 高齢者に関する人権 

 高齢者に対する介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等に

よる無断の財産処分（経済的虐待）などの人権問題が発生しています。高齢者が安心

して生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題につい

ての関心と理解を深めていくことが必要です。 

 

認知症について 

「認知症」とは、様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機

能（記憶、判断力など）が低下して、社会生活に支障をきたした状態をいいます。 

以下の例が複数あてはまる場合は、認知症の初期症状かもしれません。 

◆認知症の初期症状 

同じことを何度も言う。いつも探し物をしている。財布を盗まれたと人を疑う。 

ミスが多くなった。話の辻褄が合わない。人柄が変わった。もの忘れがひどい。 

周りへの気づかいがなくなり頑固になった。何をするのもおっくうになる。 など 

 

 

(４) 障がいのある人の人権 

 障害のある人が、雇用の場面や職場において差別待遇

を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするな

どの人権問題が発生しています。「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、障害のあ

る人に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の

提供を行うほか、障害のある人を排除しようとする優生

思想及び障害のある人に対する偏見や差別の根絶を目指

し、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリ

ー」に関する取組を推進することにより、この問題につ

いての関心と理解を深め、偏見や差別を解消し、共生社

会を実現することが必要です。 
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(５) 外国人に関する人権 

 外国人であることを理由とした就職差別、アパートやマンションへの入居拒否など

の人権問題が発生しています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動

がヘイトスピーチと呼ばれ社会的な関心を集める中、「本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、その解消に向け

た取組を推進していくことが必要です。 

 多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、文化、言語、宗

教、生活習慣等の違いを正しく理解し、これらを尊重することが重要であるとの認識

を深めていくことが必要です。 

 

法務省（外国語による人権相談） 
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(６) インターネット・ＳＮＳ等に関する人権侵害 

 インターネット上で、他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害し

たり、偏見や差別を助長したりするような情報を発信又は拡散するといった悪質な事

案が多数発生しています。このような情報の発信又は拡散は、同様の書き込みを次々

と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであり、決してあっ

てはなりません。 

 責任ある情報発信を行うためには、個人の名誉やプライバシー、インターネットを

利用する際のルールやマナーに関する正しい知識と理解を深めていくことが必要で

す。 

 

インターネット利用 7か条（警視庁） 

・インターネット社会でも、実生活と同じルールとマナーを守る。 

・他人のプライバシーを尊重する。 

・住所・氏名などの個人情報を入力する時は、十分注意する。 

・ID・パスワードの管理を徹底する。 

・他人のミスを大げさに指摘しない。 

・メールを送る前に、内容をよく確認する。 

・面と向かって言えないことは書かない。 

 

 

(７) 性的マイノリティに関する人権 

 性的マイノリティであることを理由として、社会の中で偏見の目にさらされ、職場

で不当な扱いを受けたり、学校でいじめられたりするなどの人権問題が発生していま

す。「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に

関する法律」の趣旨を踏まえ、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別の

ない共生社会を実現することが必要です。 
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令和６年より、南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度がスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 



- 18 - 

 

(８) 犯罪被害者やその家族に関する人権 

 犯罪被害者及びその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つけ

られたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。犯罪

被害者及びその家族の立場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくこと

が必要です。 

 

(９) 働く人に関する人権 

  長時間労働、正規・非正規雇用の待遇格差、同一労働・同一賃金、性別・国籍等

による待遇格差、パワー・ハラスメント、退職勧奨や不当労働等の問題に対しては、

労働者の権利を保障するため様々な法整備がされている一方、働く側は、雇用主に対

して働く側の権利・人権に対して主張しにくい環境にあり、この問題に関する関心を

深めていくことが必要です。 

 

(10) 新型インフルエンザ等の感染症（患者）に関する人権 

 エイズ、肝炎、新型インフルエンザ等の感染症に関する知識や理解の不足から、日

常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人

権問題が発生しています。感染症に関する正しい知識を持ち、正しい情報に基づく冷

静な判断が重要であるとの理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。 

 

(11) 東日本大震災等の被災者に関する人権 

震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り

扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動をとること

は、重大な人権侵害になり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねませ

ん。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれ

るよう呼びかけていくことが必要です。 

また、災害対応時においては、男女共同参画の視点により避難所を運営する等、防

災の取組を行うことが必要です。 
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(12) 様々な人権問題 

〇同和問題 

 部落差別（同和問題）については、インターネット上の差別的な書き込みや特定の

地域を同和地区として指摘する書き込み等の人権問題が依然として存在しています。

「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第６条に基づく調査結果を踏

まえながら、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、内容や手法等に配慮し

た啓発活動を展開し、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 

 

〇アイヌの人々 

 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法

律」では、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念が定められています。

先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため、

同法の趣旨を踏まえ、アイヌの人々の歴史、文化、伝統及び現状に関する認識と理解

を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。 

 

〇ホームレス 

 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」により、ホームレスの自立の支

援等に関しては、ホームレスの人権に配慮することが定められています。この問題に

ついての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。 

 

〇刑を終えて出所した人 

 刑を終えて出所した人及びその家族に対する根強い偏見によって、就職差別や住居

の確保が困難であるなどの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人の円滑

な社会復帰を実現するためには、本人の強い更生意欲と併せて、周囲の人々の理解と

協力が重要です。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していく

ことが必要です。 

 

法務省ホームページより（https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html） 

 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html
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５ その他 

（１） 人権に関する相談 

毎月 第１火曜日 午後２時～午後４時（人権擁護委員） 

第２水曜日 午後２時～午後４時（弁護士） 

予約・受付  

 西庁舎１階 市民課（総合相談担当） 内線３５１ 電話２４－５２９７  

 

（２） おわりに 

市職員としての業務における人権とは、誰かの「特別な事情」ではなく、すべての

人に普遍的に関わるものです。日々の業務のなかで、忙しさや慣れによって人の感情

や尊厳に対する感度が鈍くなることもあるかもしれません。 

しかし、ほんの一言、ちょっとした気づきで市民の大きな安心や信頼につながるこ

とがあります。このガイドブックで示したような視点をまずは「意識」することから

始めてみましょう。そして出来るところから行動を変えてみてください。その積み重

ねが、組織全体の文化を変えて市民と行政のより良い関係を築いていく原動力となり

ます。 

また、皆さん自身も「守られるべき人権の担い手」であることを忘れずにいてくだ

さい。職員一人ひとりの尊厳が守られる組織こそが、真に人権を大切にする行政の姿

なのです。 



月 R8計画（案） R7実施（及び予定）

４月
・人権標語、ミニのぼり旗デザイン画募集
・第１回人権推進会議　４月下旬
・企業研修の募集

・人権標語、ミニのぼり旗デザイン画募集
（４月１４日～５月１６日）

５月

・第２回人権推進会議　５月中旬～下旬
　※標語等の審査会
・性的マイノリティに関する職員研修会
　※特別職・管理職・新採用職員等を予定

・第１回人権推進会議
　5/12（月）10：00～12：00
　会場/東庁舎２階第3会議室
・性的マイノリティに関する職員研修会
   5/12（月）13：30～15：30　正庁ほか
・性的マイノリティに関する研修会
（市内教頭会）
　5/27（火）１４：００～
   会場/労働福祉会館　会議室１

６月

・人権に関する講演会　6/24予定
（第３回人権推進会議）
　※表彰式同時開催

・第２回人権推進会議
　６/11（水）15：00～17：00
　会場/本庁舎３階第１会議室
・標語等の審査会
（第２回推進会議に併せて実施）

７月

・7/3～9　南相馬市人権週間
　のぼり旗設置
　入選作品の掲示
　原町火力発電所ライトアップ
  （レインボーカラー）
・【新】インターネットやSNS等に関する人権侵
害についての啓発
　※パンフレットを中学3年生を対象に配布

・人権標語、ミニのぼり旗デザイン入賞者表彰式
　7/3（木）16：30～
　会場/本庁舎３階第１会議室
・7/3～9　南相馬市人権週間
　のぼり旗設置
　入選作品の掲示
　原町火力発電所ライトアップ
     （レインボーカラー）

８月
・企業研修
　8/28（木）16：30～１７：３０

９月

１０月
・第４回人権推進会議　１０月上旬予定
（次年度計画等について）

・第３回人権推進会議（次年度計画について）
　10/1（水）　10：00～12：00
　　会場/東庁舎２階第１会議室
・人権に関する講演会
（第4回人権推進会議）10/4（土）13：30～
    会場/サンライフ南相馬

１１月

１２月 人権施策推進計画中間報告依頼（関係各課へ）

１月

２月 ・第５回人権推進会議

・第５回人権推進会議
（人権推進計画中間報告の状況等）
　２/13（金）時間未定
   会場/東庁舎２階第3会議室

３月

令和8年度人権施策推進事業計画（案） 資料６


